
栃木県監査委員告示第１号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく監査を執行した

ので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

  平成31（2019）年２月５日 

   栃木県監査委員   池 田   忠      
同      日向野 義 幸    
同      金 井 弘 行    

同      平 野 博 章    

第１ 監査事項 

      財務に関する事務の執行及びその他の事務の執行 

第２ 監査対象期間 

  監 査 実 施 月    監 査 対 象 期 間     備     考 

平成30（2018）年
10月・11月 

平成29（2017）年度 ・給与事務（児童手当を含
む。）については予備監査
実施日まで 
・県土整備部出先機関の監
査対象期間については平成
29（2017）年度 

平成30（2018）年 
12月 

 

平成29（2017）年度 
平成29（2017）年度及び平成30（2018）年度
（９月末現在） 
平成29（2017）年度及び平成30（2018）年度
（10月末現在） 

第３ 監査の結果 

     （総合政策部） 

 監査対象機関名    監 査 年 月 日       監 査 の 結 果 及 び 意 見 

東 京 事 務 所 

 

平成30(2018)年11月16日 

 

契約検収事務のうち、予定価格が100万円を超 
える手数料（借上公舎に係るハウスクリーニ 
ング）の執行において、競争入札とすべきで 
あったにもかかわらず、１者から見積書を徴 
収し、随意契約の方法により契約を締結して 
いた。 

     （経営管理部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 及 び 意 見 

矢 板 県 税 事 務 所 平成30(2018)年10月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

大田原県税事務所 平成30(2018)年10月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

栃 木 県 税 事 務 所 平成30(2018)年10月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

安 足 県 税 事 務 所 平成30(2018)年10月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

宇都宮県税事務所 平成30(2018)年10月30日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

鹿 沼 県 税 事 務 所 平成30(2018)年10月30日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

真 岡 県 税 事 務 所 平成30(2018)年10月30日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

自 動 車 税 事 務 所 
（「佐野支所」を含む。）

平成30(2018)年11月16日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

    

 



 （県民生活部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 及 び 意 見 

美 術 館 平成30(2018)年10月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

博 物 館 平成30(2018)年10月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

     （保健福祉部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 及 び 意 見 

那 須 学 園 平成30(2018)年10月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

衛 生 福 祉 大 学 校 平成30(2018)年10月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

県南高等看護専門学院 平成30(2018)年10月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

中 央 児 童 相 談 所 平成30(2018)年10月30日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

県 南 児 童 相 談 所 平成30(2018)年10月30日 契約検収事務のうち、予定価格の総額が160万 
円を超える新庁舎用備品の購入において、一 
括発注し、競争入札とすべきであったにもか 
かわらず、設置場所ごとに分割して発注する 
ことにより、随意契約の方法により契約を締 
結していた。 

県 北 児 童 相 談 所 平成30(2018)年10月30日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

動物愛護指導センター 平成30(2018)年10月30日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

県北食肉衛生検査所 平成30(2018)年10月30日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

     （産業労働観光部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 及 び 意 見 

県央産業技術専門校 
（「県北産業技術専
門校・県南産業技術
専門校」を含む。） 

平成30(2018)年12月21日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

産業技術センター 
（「繊維技術支援セ
ンター・県南技術支
援センター・紬織物
技術支援センター・
窯業技術支援センタ
ー」を含む。） 

平成30(2018)年12月21日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

     （県土整備部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 及 び 意 見 

日 光 土 木 事 務 所 平成30(2018)年11月13日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

矢 板 土 木 事 務 所 平成30(2018)年11月20日 
平成30(2018)年12月20日 

契約検収事務のうち、自家用電気工作物保安 
管理業務に係る委託契約において、正規の契 
約書のほかに電気事業法の規定に基づく申請 
用として、適正な事務手続を経ずに契約書を 
作成していた。 



大田原土木事務所 平成30(2018)年11月27日 工事事務のうち、快適で安全な道づくり事業 
費（補助）に係る浸透池設置工事の設計積算 
において、コンクリートブロック積工の施工 
規模加算の適用を誤ったことにより、設計額 
が過大となっているものが１件1,306千円あっ 
た。 

栃 木 土 木 事 務 所 平成30(2018)年12月18日 委託事務のうち、砂防施設づくり事業費（補 
助）に係る地質土質調査業務委託の設計積算 
において、ボーリングマシーンの現場内小運 
搬等の費用の計上を誤ったことにより、設計 
額が過大となっているものが１件108千円、過 
小となっているものが２件54千円あった。 

委託事務のうち、道路保全事業費（県単）に 
係る街路樹管理業務委託の設計積算におい 
て、高木伐採工に係る枯木処理の単価を誤っ 
たことにより、設計額が過大となっているも 
のが１件421千円あった。 

工事事務のうち、快適で安全な道づくり事業 
（補助）に係る調整池工事の設計積算におい 
て、土砂の運搬距離区分を誤ったことによ 
り、設計額が過大となっているものが１件777 
千円あった。 

     （教育委員会） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 及 び 意 見 

栃木農業高等学校 平成30(2018)年10月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

佐 野 東 高 等 学 校 平成30(2018)年10月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

日光明峰高等学校 平成30(2018)年11月６日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

今市特別支援学校 平成30(2018)年11月６日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

のざわ特別支援学校 平成30(2018)年11月６日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

富屋特別支援学校 平成30(2018)年11月６日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

栃木工業高等学校 平成30(2018)年11月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

栃木商業高等学校 平成30(2018)年11月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

高 根 沢 高 等 学 校 平成30(2018)年11月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

南那須特別支援学校 平成30(2018)年11月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

足 利 南 高 等 学 校 平成30(2018)年11月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

足利工業高等学校 平成30(2018)年11月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

黒 羽 高 等 学 校 平成30(2018)年11月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

那須特別支援学校 平成30(2018)年11月27日 給与事務のうち、住居手当において、定期異 
動に伴う給与情報登録内容の確認を怠ったた 
め、支給不足となっているものが１件189,000 
円あった。 



大 田 原 高 等 学 校 平成30(2018)年12月18日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

那須拓陽高等学校 平成30(2018)年12月18日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

那須清峰高等学校 平成30(2018)年12月18日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

黒 磯 高 等 学 校 平成30(2018)年12月18日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

馬 頭 高 等 学 校 平成30(2018)年12月21日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

大田原女子高等学校 
（「大田原東高等学
校」を含む。） 

平成30(2018)年12月21日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

那 須 高 等 学 校 平成30(2018)年12月21日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

黒 磯 南 高 等 学 校 平成30(2018)年12月21日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

     （公安委員会） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 及 び 意 見 

小 山 警 察 署 平成30(2018)年10月15日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

さ く ら 警 察 署 平成30(2018)年10月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

那 須 烏 山 警 察 署 平成30(2018)年10月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

宇 都 宮 東 警 察 署 平成30(2018)年10月30日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

下 野 警 察 署 平成30(2018)年10月30日 給与事務のうち、勤勉手当において、基準日 
以前６か月の全期間にわたって勤務した日が 
ない場合には、その全期間を除算することと 
なっているが、育児休業期間のみを除算した 
ことから、過支給となっているものが１件 
145,173円あった。 

宇 都 宮 南 警 察 署 平成30(2018)年11月１日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

足 利 警 察 署 平成30(2018)年11月１日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

鹿 沼 警 察 署 平成30(2018)年11月１日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

今 市 警 察 署 平成30(2018)年11月１日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

矢 板 警 察 署 平成30(2018)年11月１日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

日 光 警 察 署 平成30(2018)年11月１日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

大 田 原 警 察 署 平成30(2018)年11月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

那 珂 川 警 察 署 平成30(2018)年11月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

那 須 塩 原 警 察 署 平成30(2018)年11月６日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

栃 木 警 察 署 平成30(2018)年11月12日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

佐 野 警 察 署 平成30(2018)年11月13日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

宇都宮中央警察署 平成30(2018)年12月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 



真 岡 警 察 署 平成30(2018)年12月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

茂 木 警 察 署 平成30(2018)年12月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。 

※指摘事項：事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の視点から著しく不適切と 

認められるもの 


